
 

 

放送大学附属図書館利用細則 

平成２２年１０月１３日 

放送大学達第２号 

改正平成 23年 3月 23 日 

改正平成 26年 7月 9日 

改正平成 30年 3月 14 日 

改正平成 31年 3月 13 日 

（目的） 

第１条 この細則は、放送大学（以下「本学」という。）附属図書館規程第５条の規定に基づき本学

附属図書館（以下「図書館」という。）の利用について、必要細目を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この細則において図書館の利用とは、図書館に所蔵する図書・学術雑誌その他の資料（以下

「図書資料」という。）の閲覧、貸出し等及び施設等の利用をいう。 

（利用者の種類及び入館手続） 

第３条 図書館を利用できる者（以下「利用者」という。）は、次のとおりとする。 

一 本学の教員 

二 放送大学学園（以下「学園」という。）の役職員 

三 本学の学生 

四 本学で受け入れた研究員（プロジェクト研究員含む） 

五 本学の名誉教授 

六 本学の元教員 

七 本学の卒業生及び大学院を修了した者 

八 一般の利用者 

２ 利用者は、次の各号の一に掲げる手続を経て入館するものとする。 

一 前項第１号から第３号に掲げる者 身分証明書又は学生証を提示すること。 

二 第５条第４項に規定する閲覧許可証の交付を受けた者 当該閲覧許可証を提示すること。 

三 前２号に掲げる以外の者 図書館利用願に記入のうえ館長の許可を得ること。 

（開館時間及び休館日） 

第４条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。 

一 午前９時から午後６時３０分まで（月曜日から金曜日まで（次号に規定する日を除く。）） 

二 午前９時から午後８時まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日） 

２ 図書館の休館日は、次のとおりとする。 

一 年末・年始（１２月２８日から翌年１月４日まで） 

二 館内整理日（１月及び７月を除く各月の第４月曜日。ただし、当該日が前項第２号に規定する

日にあたるときは、その翌日） 

３ 館長は、必要により前各項に規定する開館時間又は休館日を臨時に変更することができる。 

（図書資料の利用方法） 

第５条 閲覧室その他これに準ずる場所に配置してある図書資料は、自由に閲覧できる。ただし、閲

覧後は必ず所定の位置に戻さなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる図書資料は、係員に請求して閲覧するものとする。 

一 マイクロ資料 

二 電子的情報資料（ＣＤ－ＲＯＭその他これに準ずるもの） 



 

 

３ 保存庫に配置してある図書資料は、係員に請求して閲覧するものとする。 

４ 第３条第１項第１号から第７号までに掲げる者は、特に指定した図書資料を除き、所定の身分証

明書、学生証又は別に交付する閲覧許可証を提示して、貸出しを受けることができる。 

５ 第３条第１項第８号に掲げる者には、原則として貸出しをしないものとする。ただし、館長が必

要と認めるときは、この限りでない。 

６ 貴重図書の利用手続等については、別に定める。 

（閲覧の制限） 

第６条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては閲覧を制限することができる。 

一 図書資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号。

以下「情報公開法」という。）第５条第１号及び第２号に掲げる情報が記録されていると認めら

れる場合における、当該情報が記録されている部分 

二 図書資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第５条第２

号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合における、当該期間が経過するまでの

間 

三 図書資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがあ

る場合又は図書館において当該原本が現に使用されている場合 

（個人情報の保護） 

第６条の２ 図書資料に記録されている個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に

含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報

と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）

をいう。以下同じ。）については、放送大学学園の保有する個人情報の管理等に関する規程（平成

１６年放送大学学園規程第４号）の規定に準じて、その漏えい防止のための措置を講ずるものとす

る。 

（図書資料の貸出期間及び貸出冊数） 

第７条 図書資料の貸出期間及び貸出冊数は、次のとおりとする。 

一 本学の教員 ２か月以内 ３０冊以内 

二 学園の役職員 ２か月以内 ３０冊以内 

三 本学の大学院博士後期課程学生 １か月以内 ３０冊以内 

四 本学の大学院修士課程学生 １か月以内 ２０冊以内 

五 本学の学部学生 １か月以内 １０冊以内 

六 本学で受入れた研究員等 １か月以内 ３０冊以内 

七 本学の名誉教授 ２か月以内 ３０冊以内 

八 本学の元教員 １か月以内 ２０冊以内 

九 本学の卒業生及び大学院を修了した者 ２週間以内 ３冊以内 

十 一般の利用者 ２週間以内 ３冊以内 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、教育研究等のため特に必要とする図書資料は、相当の期間及び

冊数を研究室等に別置して利用することができる。 

３ 第１項第５号の規定にかかわらず、本学の学部学生が卒業研究を履修する場合の貸出期間及び貸

出冊数は、１か月以内及び２０冊以内とする。 

４ 館長が特に必要と認めたときは、前各項に規定する貸出期間及び貸出冊数を変更することができ

る。 

（図書資料の予約） 

第８条 現に他の利用者に貸出し中の図書資料の利用を希望する場合は、予約することができる。た



 

 

だし、当該図書資料が返却され利用が可能となったことを知ったときから１週間以内に利用がない

ときは、その効力を失するものとする。 

（貸出期間の延長） 

第９条 現に貸出しを受けている図書資料について貸出期間の延長を希望する場合は、当該図書資料

について１回に限り更新できる。ただし、当該図書資料が所定の貸出期間内にあり、かつ、前条の

予約がない場合に限るものとし、延長後の貸出期間は、第７条第１項各号中「２か月」とあるのは

「１か月」と、「１か月」とあるのは「２週間」と読み替えるものとする。 

（図書資料の返却） 

第１０条 貸出しを受けている図書資料は、貸出期間内に必ず返却しなければならない。 

２ 利用者がその身分を離れ、又は休職、停学若しくは休学となった場合は、直ちに貸出しを受けて

いる図書資料を返却しなければならない。 

３ 館長が必要と認めたときは、貸出期間中であっても、当該図書資料の返却を求めることができる。 

（延滞に伴う罰則） 

第１１条 館長は、図書資料の貸出しを受けている者が所定の貸出期間を経過しても返却しないとき

は、新たな貸出しを停止することができる。 

２ 館長は、貸出期間を経過しても返却しない者及び前項の規定に基づき貸出しを停止した者に対し

てその他の利用を禁止することができる。 

３ 前２項の規定は、放送大学学習センター図書室及び視聴学習室利用細則に違反した者に対して準

用できるものとする。 

（参考調査） 

第１２条 利用者は、図書資料又は特定の事項等に関する調査を依頼することができる。ただし、特

に経費、時間又は人員等を要し、図書館の業務に支障がある場合は、これを受理しない。 

（相互利用） 

第１３条 利用者は、図書館に所蔵しない図書資料であり、かつ、調査研究のために必要なときは、

他の機関で所蔵するものの閲覧、借用又は複写を依頼することができる。 

２ 館長は、他の機関から図書館で所蔵する図書資料について閲覧、貸出し又は複写の依頼があった

ときは、図書館における利用に支障のない範囲で、かつ、特に指定した図書資料を除き、これに応

ずることができる。 

（施設の利用） 

第１４条 研究個室、グループ視聴室及び演習室を利用する者は、所定の手続を経て館長の許可を得

るものとする。 

（文献複写） 

第１５条 文献複写の取扱いについては、別に定める。 

（弁償） 

第１６条 館長は、図書資料又は施設等を汚損又は亡失した者には、これを弁償させることができる。 

（規程等の遵守） 

第１７条 利用者は、図書館の利用に関する諸規程及び係員が指示する事項を遵守しなければならな

い。 

（利用の制限） 

第１８条 館長は、本学の学習、教育、研究に支障をきたすおそれがある場合又はこの細則に違反し、

係員の指示に従わない者に対し、図書館の利用を制限することができる。 

（雑則） 

第１９条 図書館資料を利用者の閲覧に供するため、図書館資料の目録及びこの細則を常時閲覧室内



 

 

に備え付けるものとする。 

２ この細則に定めるもののほか、図書館の利用等に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この細則は、平成２２年１０月１３日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２３日） 

この細則は、平成２３年３月２３日から施行する。 

  附 則（平成２６年７月９日） 

この細則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月１４日） 

この細則は、平成３０年３月１４日から施行する。 

附 則（平成３１年３月１３日） 

この細則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 


